
 

議案第５２号 

 

木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

 

木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年木津川市条例第２４号）の一部を別紙のとおり改正する。 
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提案理由 

 「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）」の公布に

より「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成２６年

内閣府令第３９号）」の一部が改正され、令和元年１０月１日から施行されることに

伴い、所要の改正を行うものです。 

 



 

木津川市条例第  号 

 

木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例（案） 

 

 木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年木津川市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第１０号中

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第１１号中「支給

認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条中第２４号を第２９号と

し、第１８号から第２３号までを５号ずつ繰り下げ、同条第１７号中「特定利用地域

型保育を含む。次条第１項」を「特定利用地域型保育を含む。同条第１項」に、「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同号を同条第２２号とし、

同条中第１６号を第２１号とし、第１５号を第２０号とし、同条第１４号中「第１４

条第１項」を「第７条第１０項第５号」に改め、同号を同条第１９号とし、同条第１

３号中「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改め、同号を

同条第１８号とし、同条中第１２号を第１７号とし、第１１号の次に次の５号を加え

る。 

（１２） 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令

（平成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条第１項に規定す

る満３歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。 

（１３） 特定満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定する特

定満３歳以上保育認定子どもをいう。 

（１４） 満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳未満保

育認定子どもをいう。 

（１５） 市町村民税所得割合算額 令第４条第２項第２号に規定する市町村民

税所得割合算額をいう。 



 

（１６） 負担額算定基準子ども 令第１３条第２項に規定する負担額算定基準

子どもをいう。 

第３条第１項中「適切な内容」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的

負担の軽減について適切に配慮された内容」に改める。 

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利用

者負担」を「第１３条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。 

第６条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同

条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第３項

中「支給認定子どもの総数」を「教育・保育給付認定子どもの総数」に、「支給認定

に基づき」を「教育・保育給付認定に基づき」に、「支給認定子どもが」を「教育・

保育給付認定子どもが」に改め、同条第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に改め、同条第５項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に改める。 

第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第８条中「支給認定保護者」を「必要に応じて、教育・保育給付認定保護者」に

改め、「支給認定証」の次に「（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受

けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第

４４号）第７条第２項の規定による通知）」を加え、「支給認定の有無、支給認定子

ども」を「教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定

の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。 

第９条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、

同条第２項中「支給認定の変更」を「教育・保育給付認定の変更」に、「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育

給付認定の有効期間」に改める。 

第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改める。 

第１３条第１項及び第２項を次のように改める。 

特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定



 

保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）

から当該特定教育・保育に係る利用者負担額（満３歳未満保育認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者についての法第２７条第３項第２号に掲げる額をい

う。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保

護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法第２７条第

３項第１号に掲げる額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

第１３条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第４項中「次の各号」を「次」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者」に改め、同項第３号を次のように改める。 

（３） 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものう

ち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同

一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ（ア）又は

（イ）に定める金額未満であるものに対する副食の提供 

（ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども ７万７,１０１円 

（イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ

（イ）において同じ。） ５万７,７００円（令第４条第２項第６号に規

定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、７万７,１０１円） 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものう

ち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務

教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年まで

に在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以上

いる場合にそれぞれ（ア）又は（イ）に定める者に該当するものに対する副

食の提供（アに該当するものを除く。） 

（ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教



 

育・保育認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前

子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）であ

る者 

（イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及

び２番目の年長者である者を除く。）である者 

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

第１３条第４項第５号、第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育・保育

給付認定保護者」に改める。 

第１４条の見出し中「施設型給付費等」を「施設型給付費」に改め、同条第１項

中「に規定する施設型給付費をいい、法第２８条第１項に規定する特例施設型給付費

を含む」を「の施設型給付費をいう」に、「及び第１９条」を「、第１９条及び第３

６条第３項」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条

第２項中「特定教育・保育を提供したことを証する書類を支給認定保護者」を「特定

教育・保育提供証明書を教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給

認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育

給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給

認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者」に改める。 

第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育

給付認定保護者」に改める。 

第２０条中「次の各号」を「次」に改め、同条第５号中「支給認定保護者から受

領する利用者負担その他の」を「第１３条の規定により教育・保育給付認定保護者か

ら支払を受ける」に改める。 



 

第２１条第１項及び第２項ただし書、第２４条（見出しを含む。）、第２５条並

びに第２６条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第３項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」

に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者」に改める。 

第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第２９条第１項中「（法第７条第４項に規定する教育・保育施設をいう。次項に

おいて同じ。）」及び「（同条第５項に規定する地域型保育をいう。次項及び第３９

条第４項において同じ。）」を削る。 

第３０条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給付認

定子ども又は教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子どもの」を「教育・保育

給付認定子どもの」に改め、同条第３項及び第４項中「支給認定子ども等」を「教

育・保育給付認定子ども等」に改める。 

第３２条第１項中「次の各号」を「次」に改め、同条第２項及び第４項中「支給

認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第３４条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「次

の各号」を「次」に改め、同項第２号中「に規定する提供した特定教育・保育に係る

必要な事項」を「の規定による特定教育・保育の提供」に改め、同項第３号から第５

号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

第３５条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第３項中「を含むものとして、本章」を「を、施設型給付費には特

例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において

同じ。）を、それぞれ含むものとして前節」に、「支給認定子ども」とある」を「教

育・保育給付認定子ども」とある」に、「支給認定子ども」とする」を「教育・保育

給付認定子ども」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあ

るのは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教



 

育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ（イ）中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保

育を受ける者を含む。）」とする」に改める。 

第３６条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第３項中「を含むものとして、本章」を「を、施設型給付費には特

例施設型給付費を、それぞれ含むものとして前節」に、「支給認定子ども」とあるの

は」を「教育・保育給付認定子ども」とあるのは」に改め、「同項第１号」の次に

「又は第２号」を加え、「支給認定子ども」と、第１３条第４項第３号中「除き、同

項第２号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。）」

とあるのは「除く。）」とする」を「教育・保育給付認定子ども」と、「同号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同項第１号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第

１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）

と、同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」とする」に改める。 

第３７条第１項中「のうち、家庭的保育事業にあってはその」を「（事業所内保

育事業を除く。）」に、「）の数を」を「）の数は、家庭的保育事業にあっては」に、

「５人以下とし」を「５人以下」に改め、「Ａ型をいう」の次に「。第４２条第３項

第１号において同じ」を加え、「Ｂ型（同条」を「Ｂ型（同省令第２７条」に改め、

「Ｂ型をいう」の次に「。同号において同じ」を加え、「その利用定員の数を６人以

上１９人以下とし」を「６人以上１９人以下」に、「附則第４条」を「附則第３条」

に、「その利用定員の数を６人以上１０人以下とし」を「６人以上１０人以下」に、

「その利用定員の数を１人」を「１人」に改める。 

第３８条第１項中「第４２条」を「第４２条第１項」に、「利用者負担」を「第

４３条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。 

第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、



 

同条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満

３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章におい

て同じ。）」に、「支給認定に基づき」を「教育・保育給付認定に基づき」に、「支

給認定子どもが」を「満３歳未満保育認定子どもが」に改め、同条第３項中「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ど

も」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「第４２条」を「第４２条第１項」に改め

る。 

第４０条第２項中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第４２条第１項中「この項」を「この頃から第５項まで」に改め、同項第１号中

「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項第２号中「いう」

の次に「。以下この条において同じ」を加え、同項第３号中「支給認定子ども」を

「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改

め、同項を同条第９項とし、同条第３項中「を行う者であって、第３７条第２項の規

定により定める利用定員が２０人以上のもの」を「（第３７条第２項の規定により定

める利用定員が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事

業」という。）を行う者」に改め、同項を同条第７項とし、同項の次に次の１項を加

える。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１２項第２

号に規定する事業を行う者であって、市長が適当と認めるもの（附則第４条にお

いて「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第１項本文の

規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

第４２条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと認める

ときは、前項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 



 

（１） 特定地域型保育事業者と次項に規定する連携協力を行う者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

（２） 次項に規定する連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じない

ようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者として適切に確保しなければならない。 

（１） 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所

（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において

代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ

型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業

者等」という。） 

（２） 事業実施場所において代替保育が提供される場合事業の規模等を勘案し

て小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととする

ことができる。 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規

定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）で

あって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を

行う者として適切に確保しなければならない。 

（１） 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設

（児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限

る。） 

（２） 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条第１項

に規定する業務を目的とする施設であって、同法第６条の３第９項第１号に

規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る

地方公共団体の補助を受けているもの 



 

第４３条第１項中「（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下

この条において同じ。）」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改め、「（当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合に

あっては法第３０条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし、特定利用地域型

保育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する市町村が定める額とする。）」

を削り、同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

「（その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特

定地域型保育に要した費用の額）をいい、当該特定地域型保育事業者が特別利用地域

型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２項第２号に規定する内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した

費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）を、特定

利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用

の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額）」を削り、同

条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項

中「次の各号」を「次」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改め、同条第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。 

第４６条中「次の各号」を「次」に改め、同条第５号中「支給認定保護者から受

領する利用者負担その他の」を「第４３条の規定により教育・保育給付認定保護者か

ら支払を受ける」に改める。 

第４７条第１項及び第２項ただし書中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認

定子ども」に改める。 

第４９条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「次

の各号」を「次」に改め、同項第２号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る

必要な事項」を「の規定による特定地域型保育の提供」に改め、同項第３号から第５

号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

第５０条を次のように改める。 



 

（準用） 

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条か

ら第１９条まで及び第２３条から第３３条までの規定は、特定地域型保育事業者、

特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合において、

第１１条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。以下この節において同じ。）について」と、第１２条（見出しを含

む。）中「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」と、第１４条の見出

し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第１項中「施設

型給付費（法第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下この項、第１９条及び

第３６条第３項」とあるのは「地域型保育給付費（法第２９条第１項の地域型保

育給付費をいう。以下この項及び第５０条において準用する第１９条」と、「施

設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第２項中「特定教

育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第１９条中

「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第２３条中「運営規程」

とあるのは「第４６条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程」

と読み替えるものとする。 

第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条第２項中「支給認定子ども及び」を「教育・保育給付認定子ども及び」に、「同

項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保

育認定子ども」に、「支給認定子どもを含む」を「教育・保育給付認定子どもを含

む」に改め、同条第３項中「含むものとして、本章（第３９条第２項及び第４０条第

２項を除く。）の規定を適用する」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給付

費（法第３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、前節（第４０条第２項を除き、第５０条において準用

する第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１

９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。次条第３項において同じ。）の規定

を適用する。この場合において、第３９条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条



 

第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１

９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは

「同号又は同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども（第５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、

当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）と、「同号に掲げる小学校就

学前子ども」とあるのは「同項第３号に掲げる小学校就学前子ども」と、「教育・保

育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」と

あるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業

者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第４

３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者

（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除

く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第

３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第３項中「前２項」」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは

「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第

４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各

項」とあるのは「前３項」とする」に改める。 

第５２条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第３項中「含むものとして、本章の規定を適用する」を「、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、前節の規定を適

用する。この場合において、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とある

のは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、



 

「法第２９条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の市町

村が定める額」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは

「法第３０条第２項第３号の内閣総理が定める基準により算定した費用の額」と、同

条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型

保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認

定子どもに係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」とする」に改める。 

附則第２条第１項中「（法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施

設が」とあるのは「（当該特定教育・保育施設が」と、「額とし」とあるのは「額を

いい」と、「定める額とする。）をいう。）」とあるのは「定める額をいう。）」を

「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども（特定保育所（法附則第６条第１項に規

定する特定保育所をいう。次項において同じ。）から特定教育・保育（保育に限る。

第１９条において同じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ。）」に改め、

同項中「（法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「（法附則第６条第３項

の規定により読み替えられた法第２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額」を「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教

育・保育（特定保育所における特定教育・保育（保育に限る。）を除く。）」に改め

る。 

附則中第３条を削り、第４条を第３条とする。 

附則第５条中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業所内保育事

業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改め、同条を附則第４条とする。 

 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 



参考資料（議案第５２号） 

 

木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

（新） （旧） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略） 

（９） 教育・保育給付認定 法第２

０条第４項に規定する教育・保育

給付認定をいう。 

（９） 支給認定 法第２０条第４項

に規定する支給認定をいう。 

（１０） 教育・保育給付認定保護者 

法第２０条第４項に規定する教

育・保育給付認定保護者をいう。 

（１０） 支給認定保護者 法第２０

条第４項に規定する支給認定保護

者をいう。 

（１１） 教育・保育給付認定子ども 

法第２０条第４項に規定する教

育・保育給付認定子どもをいう。 

（１１） 支給認定子ども 法第２０

条第４項に規定する支給認定子ど

もをいう。 

（１２） 満３歳以上教育・保育給付

認定子ども 子ども・子育て支援

法施行令（平成２６年政令第２１

３号。以下「令」という。）第４

条第１項に規定する満３歳以上教

育・保育給付認定子どもをいう。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿_ 

（１３） 特定満３歳以上保育認定子

ども 令第４条第１項第２号に規

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



定する特定満３歳以上保育認定子

どもをいう。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

（１４） 満３歳未満保育認定子ども 

令第４条第２項に規定する満３歳

未満保育認定子どもをいう。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（１５） 市町村民税所得割合算額 

令第４条第２項第２号に規定する

市町村民税所得割合算額をいう。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（１６） 負担額算定基準子ども 令

第１３条第２項に規定する負担額

算定基準子どもをいう。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

（１７） （略） （１２） （略） 

（１８） 教育・保育給付認定の有効

期間 法第２１条に規定する教

育・保育給付認定の有効期間をい

う。 

（１３） 支給認定の有効期間 法第

２１条に規定する支給認定の有効

期間をいう。 

（１９） 教育・保育 法第７条第１

０項第５号に規定する教育・保育

をいう。 

（１４） 教育・保育 法第１４条第

１項に規定する教育・保育をい

う。 

（２０）・（２１） （略） （１５）・（１６） （略） 

（２２） 法定代理受領 法第２７条

第５項（法第２８条第４項におい

て準用する場合を含む。）又は法

第２９条第５項（法第３０条第４

項において準用する場合を含

む。）の規定により市町村（特別

区を含む。以下同じ。）が支払う

特定教育・保育（特別利用保育及

（１７) 法定代理受領 法第２７条

第５項（法第２８条第４項におい

て準用する場合を含む。）又は法

第２９条第５項（法第３０条第４

項において準用する場合を含

む。）の規定により市町村（特別

区を含む。以下同じ。）が支払う

特定教育・保育（特別利用保育及



び特別利用教育を含む。次条第１

項及び第２項において同じ。）又

は特定地域型保育（特別利用地域

型保育及び特定利用地域型保育を

含む。同条第１項及び第２項にお

いて同じ。）に要した費用の額の

一部を、教育・保育給付認定保護

者に代わり特定教育・保育施設又

は特定地域型保育事業者が受領す

ることをいう。 

び特別利用教育を含む。次条第１

項及び第２項において同じ。）又

は特定地域型保育（特別利用地域

型保育及び特定利用地域型保育を

含む。次条第１項及び第２項にお

いて同じ。）に要した費用の額の

一部を、支給認定保護者に代わり

特定教育・保育施設又は特定地域

型保育事業者が受領することをい

う。 

（２３）～（２９） （略） （１８）～（２４） （略） 

（一般原則） （一般原則） 

第３条 特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業者（以下「特定教育・保

育施設等」という。）は、良質かつ適

切であり、かつ、子どもの保護者の経

済的負担の軽減について適切に配慮さ

れた内容及び水準の特定教育・保育又

は特定地域型保育の提供を行うことに

より、全ての子どもが健やかに成長す

るために適切な環境が等しく確保され

ることを目指すものでなければならな

い。 

第３条 特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業者（以下「特定教育・保

育施設等」という。）は、良質かつ適

切な内容及び水準の特定教育・保育又

は特定地域型保育の提供を行うことに

より、全ての子どもが健やかに成長す

るために適切な環境が等しく確保され

ることを目指すものでなければならな

い。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 特定教育・保育施設は、特定教

育・保育の提供の開始に際しては、あ

第５条 特定教育・保育施設は、特定教

育・保育の提供の開始に際しては、あ



らかじめ、利用の申込みを行った教

育・保育給付認定保護者（以下「利用

申込者」という。）に対し、第２０条

に規定する運営規程の概要、職員の勤

務体制、第１３条の規定により支払を

受ける費用に関する事項その他の利用

申込者の教育・保育の選択に資すると

認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始に

ついて利用申込者の同意を得なければ

ならない。 

らかじめ、利用の申込みを行った支給

認定保護者（以下「利用申込者」とい

う。）に対し、第２０条に規定する運

営規程の概要、職員の勤務体制、利用

者負担その他の利用申込者の教育・保

育の選択に資すると認められる重要事

項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込

者の同意を得なければならない。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止

等） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止

等） 

第６条 特定教育・保育施設は、教育・

保育給付認定保護者から利用の申込み

を受けたときは、正当な理由がなけれ

ば、これを拒んではならない。 

第６条 特定教育・保育施設は、支給認

定保護者から利用の申込みを受けたと

きは、正当な理由がなければ、これを

拒んではならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子ども及び当該特定教育・保育

施設を現に利用している同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもの総数が、当該特

定教育・保育施設の同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子ども及び当該特定教育・保育

施設を現に利用している同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認

定子どもの総数が、当該特定教育・保

育施設の同号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数を超



の総数を超える場合においては、抽

選、申込みを受けた順序により決定す

る方法、当該特定教育・保育施設の設

置者の教育・保育に関する理念、基本

方針等に基づく選考その他公正な方法

により選考しなければならない。 

える場合においては、抽選、申込みを

受けた順序により決定する方法、当該

特定教育・保育施設の設置者の教育・

保育に関する理念、基本方針等に基づ

く選考その他公正な方法により選考し

なければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第１項第２号又は第３号に掲

げる小学校就学前子ども及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同

項第２号又は第３号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数が、当該特定教育・

保育施設の同項第２号又は第３号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員の総数を超える場合において

は、教育・保育給付認定に基づき、保

育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認

められる教育・保育給付認定子どもが

優先的に利用できるよう、選考するも

のとする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第１項第２号又は第３号に掲

げる小学校就学前子ども及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同

項第２号又は第３号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する支給認定子ども

の総数が、当該特定教育・保育施設の

同項第２号又は第３号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、支給認

定に基づき、保育の必要の程度及び家

族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる支給認定子ど

もが優先的に利用できるよう、選考す

るものとする。 

４ 前２項に規定する場合においては、

特定教育・保育施設は、これらの項に

規定する選考の方法をあらかじめ教

育・保育給付認定保護者に明示した上

４ 前２項に規定する場合においては、

特定教育・保育施設は、これらの項に

規定する選考の方法をあらかじめ支給

認定保護者に明示した上で、当該選考



で、当該選考を行わなければならな

い。 

を行わなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者

に係る教育・保育給付認定子どもに対

し自ら適切な教育・保育を提供するこ

とが困難である場合は、適切な特定教

育・保育施設又は特定地域型保育事業

を紹介する等の適切な措置を速やかに

講じなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者

に係る支給認定子どもに対し自ら適切

な教育・保育を提供することが困難で

ある場合は、適切な特定教育・保育施

設又は特定地域型保育事業を紹介する

等の適切な措置を速やかに講じなけれ

ばならない。 

（あっせん、調整及び要請に対する協

力） 

（あっせん、調整及び要請に対する協

力） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、法第１９条第１項第２

号又は第３号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子

どもに係る当該特定教育・保育施設の

利用について児童福祉法第２４条第３

項（同法第７３条第１項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の

規定により市町村が行う調整及び要請

に対し、できる限り協力しなければな

らない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、法第１９条第１項第２

号又は第３号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子どもに係る

当該特定教育・保育施設の利用につい

て児童福祉法第２４条第３項（同法第

７３条第１項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定により

市町村が行う調整及び要請に対し、で

きる限り協力しなければならない。 

 

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教

育・保育の提供を求められた場合は、

必要に応じて、教育・保育給付認定保

第８条 特定教育・保育施設は、特定教

育・保育の提供を求められた場合は、

支給認定保護者の提示する支給認定証



護者の提示する支給認定証（教育・保

育給付認定保護者が支給認定証の交付

を受けていない場合にあっては、子ど

も・子育て支援法施行規則（平成２６

年内閣府令第４４号）第７条第２項の

規定による通知）によって、教育・保

育給付認定の有無、教育・保育給付認

定子どもの該当する法第１９条第１項

各号に掲げる小学校就学前子どもの区

分、教育・保育給付認定の有効期間、

保育必要量（法第２０条第３項に規定

する保育必要量をいう。）等を確かめ

るものとする。 

によって、支給認定の有無、支給認定

子どもの該当する法第１９条第１項各

号に掲げる小学校就学前子どもの区

分、支給認定の有効期間、保育必要量

（法第２０条第３項に規定する保育必

要量をいう。）等を確かめるものとす

る。 

 

（教育・保育給付認定の申請に係る援

助） 

（支給認定の申請に係る援助） 

第９条 特定教育・保育施設は、教育・

保育給付認定を受けていない保護者か

ら利用の申込みがあった場合は、当該

保護者の意思を踏まえて速やかに教

育・保育給付認定の申請が行われるよ

う必要な援助を行わなければならな

い。 

第９条 特定教育・保育施設は、支給認

定を受けていない保護者から利用の申

込みがあった場合は、当該保護者の意

思を踏まえて速やかに支給認定の申請

が行われるよう必要な援助を行わなけ

ればならない。 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育

給付認定の変更の認定の申請が遅くと

も教育・保育給付認定保護者が受けて

いる教育・保育給付認定の有効期間の

満了日の３０日前には行われるよう必

要な援助を行わなければならない。た

２ 特定教育・保育施設は、支給認定の

変更の認定の申請が遅くとも支給認定

保護者が受けている支給認定の有効期

間の満了日の３０日前には行われるよ

う必要な援助を行わなければならな

い。ただし、緊急その他やむを得ない



だし、緊急その他やむを得ない理由が

ある場合には、この限りでない。 

理由がある場合には、この限りでな

い。 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第１０条 特定教育・保育施設は、特定

教育・保育の提供に当たっては、教

育・保育給付認定子どもの心身の状

況、その置かれている環境、他の特定

教育・保育施設等の利用状況等の把握

に努めなければならない。 

第１０条 特定教育・保育施設は、特定

教育・保育の提供に当たっては、支給

認定子どもの心身の状況、その置かれ

ている環境、他の特定教育・保育施設

等の利用状況等の把握に努めなければ

ならない。 

（小学校等との連携） （小学校等との連携） 

第１１条 特定教育・保育施設は、特定

教育・保育の提供の終了に際しては、

教育・保育給付認定子どもについて、

小学校における教育又は他の特定教

育・保育施設等において継続的に提供

される教育・保育との円滑な接続に資

するよう、教育・保育給付認定子ども

に係る情報の提供その他小学校、特定

教育・保育施設等、地域子ども・子育

て支援事業を行う者その他の機関との

密接な連携に努めなければならない。 

第１１条 特定教育・保育施設は、特定

教育・保育の提供の終了に際しては、

支給認定子どもについて、小学校にお

ける教育又は他の特定教育・保育施設

等において継続的に提供される教育・

保育との円滑な接続に資するよう、支

給認定子どもに係る情報の提供その他

小学校、特定教育・保育施設等、地域

子ども・子育て支援事業を行う者その

他の機関との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第１３条 特定教育・保育施設は、特定

教育・保育を提供した際は、教育・保

育給付認定保護者（満３歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者に限る。）から当該特定教育・保

第１３条 特定教育・保育施設は、特定

教育・保育（特別利用保育及び特別利

用教育を含む。以下この条、次条及び

第１９条において同じ。）を提供した

際は、支給認定保護者から当該特定教



育に係る利用者負担額（満３歳未満保

育認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者についての法第２７条第３項

第２号に掲げる額をいう。）の支払を

受けるものとする。 

育・保育に係る利用者負担額（法第２

７条第３項第２号に掲げる額（特定教

育・保育施設が特別利用保育を提供す

る場合にあっては法第２８条第２項第

２号に規定する市町村が定める額と

し、特別利用教育を提供する場合にあ

っては同項第３号に規定する市町村が

定める額とする。）をいう。）の支払

を受けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受

領を受けないときは、教育・保育給付

認定保護者から、当該特定教育・保育

に係る特定教育・保育費用基準額（法

第２７条第３項第１号に掲げる額をい

う。次項において同じ。）の支払を受

けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受

領を受けないときは、支給認定保護者

から、当該特定教育・保育に係る特定

教育・保育費用基準額（法第２７条第

３項第１号に掲げる額（その額が現に

当該特定教育・保育に要した費用の額

を超えるときは、当該現に特定教育・

保育に要した費用の額）をいい、当該

特定教育・保育施設が特別利用保育を

提供する場合にあっては法第２８条第

２項第２号に規定する内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該特別利用保育に要

した費用の額を超えるときは、当該現

に特別利用保育に要した費用の額）

を、特別利用教育を提供する場合にあ

っては同項第３号に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該特別利用教育



に要した費用の額を超えるときは、当

該現に特別利用教育に要した費用の

額）をいう。次項において同じ。）の

支払を受けるものとする。 

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支

払を受ける額のほか、特定教育・保育

の提供に当たって、当該特定教育・保

育の質の向上を図る上で特に必要であ

ると認められる対価について、当該特

定教育・保育に要する費用として見込

まれるものの額と特定教育・保育費用

基準額との差額に相当する金額の範囲

内で設定する額の支払を教育・保育給

付認定保護者から受けることができ

る。 

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支

払を受ける額のほか、特定教育・保育

の提供に当たって、当該特定教育・保

育の質の向上を図る上で特に必要であ

ると認められる対価について、当該特

定教育・保育に要する費用として見込

まれるものの額と特定教育・保育費用

基準額との差額に相当する金額の範囲

内で設定する額の支払を支給認定保護

者から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支

払を受ける額のほか、特定教育・保育

において提供される便宜に要する費用

のうち、次に掲げる費用の額の支払を

教育・保育給付認定保護者から受ける

ことができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支

払を受ける額のほか、特定教育・保育

において提供される便宜に要する費用

のうち、次の各号に掲げる費用の額の

支払を支給認定保護者から受けること

ができる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 食事の提供（次に掲げるもの

を除く。）に要する費用 

（３） 食事の提供に要する費用（法

第１９条第１項第３号に掲げる小

学校就学前子どもに対する食事の

提供に要する費用を除き、同項第

２号に掲げる小学校就学前子ども

については主食の提供に係る費用



に限る。） 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げ

る満３歳以上教育・保育給付認

定子どものうち、その教育・保

育給付認定保護者及び当該教

育・保育給付認定保護者と同一

の世帯に属する者に係る市町村

民税所得割合算額がそれぞれ

（ア）又は（イ）に定める金額

未満であるものに対する副食の

提供 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿ 

（ア） 法第１９条第１項第１号

に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認

定子ども ７万７,１０１円 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿ 

（イ） 法第１９条第１項第２号

に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認

定子ども（特定満３歳以上保

育認定子どもを除く。イ

（イ）において同じ。） ５

万７,７００円（令第４条第

２項第６号に規定する特定教

育・保育給付認定保護者にあ

っては、７万７,１０１円） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げ

る満３歳以上教育・保育給付認

定子どものうち、負担額算定基

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



準子ども又は小学校第３学年修

了前子ども（小学校、義務教育

学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部の第１学年から第３

学年までに在籍する子どもをい

う。以下イにおいて同じ。）が

同一の世帯に３人以上いる場合

にそれぞれ（ア）又は（イ）に

定める者に該当するものに対す

る副食の提供（アに該当するも

のを除く。） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（ア） 法第１９条第１項第１号

に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育認定子

ども 負担額算定基準子ども

又は小学校第３学年修了前子

ども（そのうち最年長者及び

２番目の年長者である者を除

く。）である者 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（イ） 法第１９条第１項第２号

に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認

定子ども 負担額算定基準子

ども（そのうち最年長者及び

２番目の年長者である者を除

く。）である者 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対

する食事の提供 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 



（４） （略） （４） （略） 

（５） 前各号に掲げるもののほか、

特定教育・保育において提供され

る便宜に要する費用のうち、特定

教育・保育施設の利用において通

常必要とされるものに係る費用で

あって、教育・保育給付認定保護

者に負担させることが適当と認め

られるもの 

（５） 前各号に掲げるもののほか、

特定教育・保育において提供され

る便宜に要する費用のうち、特定

教育・保育施設の利用において通

常必要とされるものに係る費用で

あって、支給認定保護者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

５ 特定教育・保育施設は、前各項の費

用の額の支払を受けた場合は、当該費

用に係る領収証を当該費用の額を支払

った教育・保育給付認定保護者に対し

交付しなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、前各項の費

用の額の支払を受けた場合は、当該費

用に係る領収証を当該費用の額を支払

った支給認定保護者に対し交付しなけ

ればならない。 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び

第４項の規定による金銭の支払を求め

る際は、あらかじめ、当該金銭の使途

及び額並びに教育・保育給付認定保護

者に金銭の支払を求める理由について

書面によって明らかにするとともに、

教育・保育給付認定保護者に対して説

明を行い、文書による同意を得なけれ

ばならない。ただし、同項の規定によ

る金銭の支払に係る同意については、

文書によることを要しない。 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び

第４項の規定による金銭の支払を求め

る際は、あらかじめ、当該金銭の使途

及び額並びに支給認定保護者に金銭の

支払を求める理由について書面によっ

て明らかにするとともに、支給認定保

護者に対して説明を行い、文書による

同意を得なければならない。ただし、

同項の規定による金銭の支払に係る同

意については、文書によることを要し

ない。 

（施設型給付費の額に係る通知等） （施設型給付費等の額に係る通知等） 

第１４条 特定教育・保育施設は、法定

代理受領により特定教育・保育に係る

第１４条 特定教育・保育施設は、法定

代理受領により特定教育・保育に係る



施設型給付費（法第２７条第１項の施

設型給付費をいう。以下この項、第１

９条及び第３６条第３項において同

じ。）の支給を受けた場合は、教育・

保育給付認定保護者に対し、当該教

育・保育給付認定保護者に係る施設型

給付費の額を通知しなければならな

い。 

施設型給付費（法第２７条第１項に規

定する施設型給付費をいい、法第２８

条第１項に規定する特例施設型給付費

を含む。以下この項及び第１９条にお

いて同じ。）の支給を受けた場合は、

支給認定保護者に対し、当該支給認定

保護者に係る施設型給付費の額を通知

しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項

の法定代理受領を行わない特定教育・

保育に係る費用の額の支払を受けた場

合は、その提供した特定教育・保育の

内容、費用の額その他必要と認められ

る事項を記載した特定教育・保育提供

証明書を教育・保育給付認定保護者に

対して交付しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項

の法定代理受領を行わない特定教育・

保育に係る費用の額の支払を受けた場

合は、その提供した特定教育・保育の

内容、費用の額その他必要と認められ

る事項を記載した特定教育・保育を提

供したことを証する書類を支給認定保

護者に対して交付しなければならな

い。 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

（特定教育・保育に関する評価等） （特定教育・保育に関する評価等） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当

該特定教育・保育施設を利用する教

育・保育給付認定保護者その他の特定

教育・保育施設の関係者（当該特定教

育・保育施設の職員を除く。）による

評価又は外部の者による評価を受け

て、それらの結果を公表し、常にその

改善を図るよう努めなければならな

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当

該特定教育・保育施設を利用する支給

認定保護者その他の特定教育・保育施

設の関係者（当該特定教育・保育施設

の職員を除く。）による評価又は外部

の者による評価を受けて、それらの結

果を公表し、常にその改善を図るよう

努めなければならない。 



い。  

（相談及び援助） （相談及び援助） 

第１７条 特定教育・保育施設は、常に

教育・保育給付認定子どもの心身の状

況、その置かれている環境等の的確な

把握に努め、当該教育・保育給付認定

子ども又は当該教育・保育給付認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者

に対し、その相談に適切に応じるとと

もに、必要な助言その他の援助を行わ

なければならない。 

第１７条 特定教育・保育施設は、常に

支給認定子どもの心身の状況、その置

かれている環境等の的確な把握に努

め、支給認定子ども又はその保護者に

対し、その相談に適切に応じるととも

に、必要な助言その他の援助を行わな

ければならない。 

 

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応） 

第１８条 特定教育・保育施設の職員

は、現に特定教育・保育の提供を行っ

ているときに教育・保育給付認定子ど

もに体調の急変が生じた場合その他必

要な場合は、速やかに当該教育・保育

給付認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者又は医療機関への連絡を行

う等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

第１８条 特定教育・保育施設の職員

は、現に特定教育・保育の提供を行っ

ているときに支給認定子どもに体調の

急変が生じた場合その他必要な場合

は、速やかに当該支給認定子どもの保

護者又は医療機関への連絡を行う等の

必要な措置を講じなければならない。 

 

（教育・保育給付認定保護者に関する

市町村への通知） 

（支給認定保護者に関する市町村への

通知） 

第１９条 特定教育・保育施設は、特定

教育・保育を受けている教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者が偽りその他不正な行為によ

って施設型給付費の支給を受け、又は

第１９条 特定教育・保育施設は、特定

教育・保育を受けている支給認定子ど

もの保護者が偽りその他不正な行為に

よって施設型給付費の支給を受け、又

は受けようとしたときは、遅滞なく、



受けようとしたときは、遅滞なく、意

見を付してその旨を当該施設型給付費

の支給に係る市町村に通知しなければ

ならない。 

意見を付してその旨を当該施設型給付

費の支給に係る市町村に通知しなけれ

ばならない。 

 

（運営規程） （運営規程） 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に

掲げる施設の運営についての重要事項

に関する規程（第２３条において「運

営規程」という。）を定めておかなけ

ればならない。 

第２０条 特定教育・保育施設は、次の

各号に掲げる施設の運営についての重

要事項に関する規程（第２３条におい

て「運営規程」という。）を定めてお

かなければならない。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 第１３条の規定により教育・

保育給付認定保護者から支払を受

ける費用の種類、支払を求める理

由及びその額 

（５） 支給認定保護者から受領する

利用者負担その他の費用の種類、

支払を求める理由及びその額 

（６）～（１１） （略） （６）～（１１） （略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第２１条 特定教育・保育施設は、教

育・保育給付認定子どもに対し、適切

な特定教育・保育を提供することがで

きるよう、職員の勤務の体制を定めて

おかなければならない。 

第２１条 特定教育・保育施設は、支給

認定子どもに対し、適切な特定教育・

保育を提供することができるよう、職

員の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教

育・保育施設の職員によって特定教

育・保育を提供しなければならない。

ただし、教育・保育給付認定子どもに

対する特定教育・保育の提供に直接影

響を及ぼさない業務については、この

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教

育・保育施設の職員によって特定教

育・保育を提供しなければならない。

ただし、支給認定子どもに対する特定

教育・保育の提供に直接影響を及ぼさ

ない業務については、この限りでな



限りでない。 い。 

３ （略） ３ （略） 

第２２条・第２３条 （略） 第２２条・第２３条 （略） 

（教育・保育給付認定子どもを平等に

取り扱う原則） 

（支給認定子どもを平等に取り扱う原

則） 

第２４条 特定教育・保育施設において

は、教育・保育給付認定子どもの国

籍、信条、社会的身分又は特定教育・

保育の提供に要する費用を負担するか

否かによって、差別的取扱いをしては

ならない。 

第２４条 特定教育・保育施設において

は、支給認定子どもの国籍、信条、社

会的身分又は特定教育・保育の提供に

要する費用を負担するか否かによっ

て、差別的取扱いをしてはならない。 

 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員

は、教育・保育給付認定子どもに対

し、児童福祉法第３３条の１０各号に

掲げる行為その他当該教育・保育給付

認定子どもの心身に有害な影響を与え

る行為をしてはならない。 

第２５条 特定教育・保育施設の職員

は、支給認定子どもに対し、児童福祉

法第３３条の１０各号に掲げる行為そ

の他当該支給認定子どもの心身に有害

な影響を与える行為をしてはならな

い。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２６条 特定教育・保育施設（幼保連

携型認定こども園及び保育所に限る。

以下この条において同じ。）の長たる

特定教育・保育施設の管理者は、教

育・保育給付認定子どもに対し児童福

祉法第４７条第３項の規定により懲戒

に関しその教育・保育給付認定子ども

の福祉のために必要な措置を採るとき

は、身体的苦痛を与え、人格を辱める

第２６条 特定教育・保育施設（幼保連

携型認定こども園及び保育所に限る。

以下この条において同じ。）の長たる

特定教育・保育施設の管理者は、支給

認定子どもに対し児童福祉法第４７条

第３項の規定により懲戒に関しその支

給認定子どもの福祉のために必要な措

置を採るときは、身体的苦痛を与え、

人格を辱める等その権限を濫用しては



等その権限を濫用してはならない。 ならない。 

（秘密保持等） （秘密保持等） 

第２７条 特定教育・保育施設の職員及

び管理者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た教育・保育給付認定子

ども又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。 

第２７条 特定教育・保育施設の職員及

び管理者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た支給認定子ども又はそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 特定教育・保育施設は、職員であっ

た者が、正当な理由がなく、その業務

上知り得た教育・保育給付認定子ども

又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 特定教育・保育施設は、職員であっ

た者が、正当な理由がなく、その業務

上知り得た支給認定子ども又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講じなければならない。 

３ 特定教育・保育施設は、小学校、他

の特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者その他の

機関に対して、教育・保育給付認定子

どもに関する情報を提供する際には、

あらかじめ文書により当該教育・保育

給付認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者の同意を得ておかなければ

ならない。 

３ 特定教育・保育施設は、小学校、他

の特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者その他の

機関に対して、支給認定子どもに関す

る情報を提供する際には、あらかじめ

文書により当該支給認定子どもの保護

者の同意を得ておかなければならな

い。 

（情報の提供等） （情報の提供等） 

第２８条 特定教育・保育施設は、特定

教育・保育施設を利用しようとする小

学校就学前子どもに係る教育・保育給

付認定保護者が、その希望を踏まえて

適切に特定教育・保育施設を選択する

第２８条 特定教育・保育施設は、特定

教育・保育施設を利用しようとする小

学校就学前子どもに係る支給認定保護

者が、その希望を踏まえて適切に特定

教育・保育施設を選択することができ



ことができるように、当該特定教育・

保育施設が提供する特定教育・保育の

内容に関する情報の提供を行うよう努

めなければならない。 

るように、当該特定教育・保育施設が

提供する特定教育・保育の内容に関す

る情報の提供を行うよう努めなければ

ならない。 

２ （略） ２ （略） 

（利益供与等の禁止） （利益供与等の禁止） 

第２９条 特定教育・保育施設は、利用

者支援事業（法第５９条第１号に規定

する事業をいう。）その他の地域子ど

も・子育て支援事業を行う者（次項に

おいて「利用者支援事業者等」とい

う。）、教育・保育施設若しくは地域

型保育を行う者等又はその職員に対

し、小学校就学前子ども又はその家族

に対して当該特定教育・保育施設を紹

介することの対償として、金品その他

の財産上の利益を供与してはならな

い。 

第２９条 特定教育・保育施設は、利用

者支援事業（法第５９条第１号に規定

する事業をいう。）その他の地域子ど

も・子育て支援事業を行う者（次項に

おいて「利用者支援事業者等」とい

う。）、教育・保育施設（法第７条第

４項に規定する教育・保育施設をい

う。次項において同じ。）若しくは地

域型保育（同条第５項に規定する地域

型保育をいう。次項及び第３９条第４

項において同じ。）を行う者等又はそ

の職員に対し、小学校就学前子ども又

はその家族に対して当該特定教育・保

育施設を紹介することの対償として、

金品その他の財産上の利益を供与して

はならない。 

２ （略） ２ （略） 

（苦情解決） （苦情解決） 

第３０条 特定教育・保育施設は、その

提供した特定教育・保育に関する教

育・保育給付認定子ども又は教育・保

育給付認定保護者その他の当該教育・

第３０条 特定教育・保育施設は、その

提供した特定教育・保育に関する支給

認定子ども又は支給認定保護者その他

の当該支給認定子どもの家族（以下こ



保育給付認定子どもの家族（以下この

条において「教育・保育給付認定子ど

も等」という。）からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、苦情を受け

付けるための窓口を設置する等の必要

な措置を講じなければならない。 

の条において「支給認定子ども等」と

いう。）からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を

講じなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定教育・保育施設は、その提供し

た特定教育・保育に関する教育・保育

給付認定子ども等からの苦情に関して

市町村が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 

３ 特定教育・保育施設は、その提供し

た特定教育・保育に関する支給認定子

ども等からの苦情に関して市町村が実

施する事業に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供し

た特定教育・保育に関し、法第１４条

第１項の規定により市町村が行う報告

若しくは帳簿書類その他の物件の提出

若しくは提示の命令又は当該市町村の

職員からの質問若しくは特定教育・保

育施設の設備若しくは帳簿書類その他

の物件の検査に応じ、及び教育・保育

給付認定子ども等からの苦情に関して

市町村が行う調査に協力するととも

に、市町村から指導又は助言を受けた

場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供し

た特定教育・保育に関し、法第１４条

第１項の規定により市町村が行う報告

若しくは帳簿書類その他の物件の提出

若しくは提示の命令又は当該市町村の

職員からの質問若しくは特定教育・保

育施設の設備若しくは帳簿書類その他

の物件の検査に応じ、及び支給認定子

ども等からの苦情に関して市町村が行

う調査に協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合は、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

５ （略） ５ （略） 

（事故発生の防止及び発生時の対応） （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３２条 特定教育・保育施設は、事故 第３２条 特定教育・保育施設は、事故



の発生又はその再発を防止するため、

次に定める措置を講じなければならな

い。 

の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に定める措置を講じなければ

ならない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育

給付認定子どもに対する特定教育・保

育の提供により事故が発生した場合

は、速やかに市町村、当該教育・保育

給付認定子どもの家族等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子

どもに対する特定教育・保育の提供に

より事故が発生した場合は、速やかに

市町村、当該支給認定子どもの家族等

に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 特定教育・保育施設は、教育・保育

給付認定子どもに対する特定教育・保

育の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、支給認定子

どもに対する特定教育・保育の提供に

より賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければ

ならない。 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

（記録の整備） （記録の整備） 

第３４条 （略） 第３４条 （略） 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育

給付認定子どもに対する特定教育・保

育の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年間保存し

なければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子

どもに対する特定教育・保育の提供に

関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第１２条の規定による特定教

育・保育の提供の記録 

（２） 第１２条に規定する提供した

特定教育・保育に係る必要な事項



の記録 

（３） 第１９条の規定による市町村

への通知に係る記録 

（３） 第１９条に規定する市町村へ

の通知に係る記録 

（４） 第３０条第２項の規定による

苦情の内容等の記録 

（４） 第３０条第２項に規定する苦

情の内容等の記録 

（５） 第３２条第３項の規定による

事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 

（５） 第３２条第３項に規定する事

故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所

に限る。以下この条において同じ。）

が法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用保育

を提供する場合には、法第３４条第１

項第３号に規定する基準を遵守しなけ

ればならない。 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所

に限る。以下この条において同じ。）

が法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する支給認定

子どもに対し特別利用保育を提供する

場合には、法第３４条第１項第３号に

規定する基準を遵守しなければならな

い。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用保育を提供する場合に

は、当該特別利用保育に係る法第１９

条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども及び当該特定教育・保育施設を

現に利用している同項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもの総数が、第４条

第２項第３号の規定により定められた

法第１９条第１項第２号に掲げる小学

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用保育を提供する場合に

は、当該特別利用保育に係る法第１９

条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子ども及び

当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する支給認定子どもの

総数が、第４条第２項第３号の規定に

より定められた法第１９条第１項第２

号に掲げる小学校就学前子どもに係る



校就学前子どもに係る利用定員の総数

を超えないものとする。 

利用定員の総数を超えないものとす

る。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用保育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用保

育を、施設型給付費には特例施設型給

付費（法第２８条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同

じ。）を、それぞれ含むものとして、

前節（第６条第３項及び第７条第２項

を除く。）の規定を適用する。この場

合において、第６条第２項中「特定教

育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同

じ。）」とあるのは「特定教育・保育

施設（特別利用保育を提供している施

設に限る。以下この項において同

じ。）」と、「同号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「同号又は同

項第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ど

も」と、第１３条第２項中「法第２７

条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第２８条第２項第２号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費

用の額」と、同条第４項第３号イ

（ア）中「教育・保育給付認定子ど

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用保育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用保

育を含むものとして、本章（第６条第

３項及び第７条第２項を除く。）の規

定を適用する。この場合において、第

６条第２項中「特定教育・保育施設

（認定こども園又は幼稚園に限る。以

下この項において同じ。）」とあるの

は「特定教育・保育施設（特別利用保

育を提供している施設に限る。以下こ

の項において同じ。）」と、「同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子ども」とあるのは「同号又

は同項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子ども」とす

る。 

 



も」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども（特別利用保育を受ける者を除

く。）」と、同号イ（イ）中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用保

育を受ける者を含む。）」とする。 

 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園

に限る。以下この条において同じ。）

が法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し、特別利用教

育を提供する場合には、法第３４条第

１項第２号に規定する基準を遵守しな

ければならない。 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園

に限る。以下この条において同じ。）

が法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する支給認定

子どもに対し、特別利用教育を提供す

る場合には、法第３４条第１項第２号

に規定する基準を遵守しなければなら

ない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用教育を提供する場合に

は、当該特別利用教育に係る法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども及び当該特定教育・保育施設を

現に利用している同項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもの総数が、第４条

第２項第２号の規定により定められた

法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員の総数

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用教育を提供する場合に

は、当該特別利用教育に係る法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子ども及び

当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する支給認定子どもの

総数が、第４条第２項第２号の規定に

より定められた法第１９条第１項第１

号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員の総数を超えないものとす



を超えないものとする。 る。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教

育を、施設型給付費には特例施設型給

付費を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を

除く。）の規定を適用する。この場合

において、第６条第２項中「利用の申

込みに係る法第１９条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子ども」とあるの

は「利用の申込みに係る法第１９条第

１項第２号に掲げる小学校就学前子ど

も」と、「同号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「同項第１号又は

第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども」

と、「同号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係る利用定員」とあるのは

「同項第１号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員」と、第１

３条第２項中「法第２７条第３項第１

号に掲げる額」とあるのは「法第２８

条第２項第３号の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額」と、

同条第４項第３号イ（ア）中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教

育を含むものとして、本章（第６条第

３項及び第７条第２項を除く。）の規

定を適用する。この場合において、第

６条第２項中「利用の申込みに係る法

第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子ども」とあるのは「利用の申

込みに係る法第１９条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子ども」と、「同

号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子ども」とあるのは「同

項第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子ども」と、第１

３条第４項第３号中「除き、同項第２

号に掲げる小学校就学前子どもについ

ては主食の提供に係る費用に限

る。）」とあるのは「除く。）」とす

る。 

 



育・保育給付認定子ども（特別利用教

育を受ける者を含む。）と、同号イ

（イ）中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども（特別利用教育を受ける者を除

く。）」とする。 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所

内保育事業を除く。）利用定員（法第

２９条第１項の確認において定めるも

のに限る。以下この章において同

じ。）の数は、家庭的保育事業にあっ

ては１人以上５人以下、小規模保育事

業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準（平成２６年厚生労

働省令第６１号）第２７条に規定する

小規模保育事業Ａ型をいう。第４２条

第３項第１号において同じ。）及び小

規模保育事業Ｂ型（同省令第２７条に

規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。

同号において同じ。）にあっては６人

以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型

（同条に規定する小規模保育事業Ｃ型

をいう。附則第３条において同じ。）

にあっては６人以上１０人以下、居宅

訪問型保育事業にあっては１人とす

る。 

第３７条 特定地域型保育事業のうち、

家庭的保育事業にあってはその利用定

員（法第２９条第１項の確認において

定めるものに限る。以下この章におい

て同じ。）の数を１人以上５人以下と

し、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準

（平成２６年厚生労働省令第６１号）

第２７条に規定する小規模保育事業Ａ

型をいう。）及び小規模保育事業Ｂ型

（同条に規定する小規模保育事業Ｂ型

をいう。）にあってはその利用定員の

数を６人以上１９人以下とし、小規模

保育事業Ｃ型（同条に規定する小規模

保育事業Ｃ型をいう。附則第４条にお

いて同じ。）にあってはその利用定員

の数を６人以上１０人以下とし、居宅

訪問型保育事業にあってはその利用定

員の数を１人とする。 

２ （略） ２ （略） 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 



第３８条 特定地域型保育事業者は、特

定地域型保育の提供の開始に際して

は、あらかじめ、利用申込者に対し、

第４６条に規定する事業の運営につい

ての重要事項に関する規程の概要、第

４２条第１項に規定する連携施設の種

類及び名称、当該連携施設が行う連携

協力の概要、職員の勤務体制、第４３

条の規定により支払を受ける費用に関

する事項その他の利用申込者の保育の

選択に資すると認められる重要事項を

記した文書を交付して説明を行い、当

該提供の開始について利用申込者の同

意を得なければならない。 

第３８条 特定地域型保育事業者は、特

定地域型保育の提供の開始に際して

は、あらかじめ、利用申込者に対し、

第４６条に規定する事業の運営につい

ての重要事項に関する規程の概要、第

４２条に規定する連携施設の種類及び

名称、当該連携施設が行う連携協力の

概要、職員の勤務体制、利用者負担そ

の他の利用申込者の保育の選択に資す

ると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、当該提供の開

始について利用申込者の同意を得なけ

ればならない。 

２ （略） ２ （略） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止

等） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止

等） 

第３９条 特定地域型保育事業者は、教

育・保育給付認定保護者から利用の申

込みを受けたときは、正当な理由がな

ければ、これを拒んではならない。 

第３９条 特定地域型保育事業者は、支

給認定保護者から利用の申込みを受け

たときは、正当な理由がなければ、こ

れを拒んではならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申

込みに係る法第１９条第１項第３号に

掲げる小学校就学前子ども及び特定地

域型保育事業所を現に利用している満

３歳未満保育認定子ども（特定満３歳

以上保育認定子どもを除く。以下この

章において同じ。）の総数が、当該特

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申

込みに係る法第１９条第１項第３号に

掲げる小学校就学前子ども及び特定地

域型保育事業所を現に利用している同

号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもの総数が、当該特

定地域型保育事業所の同号に掲げる小



定地域型保育事業所の同号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数を超える場合においては、教

育・保育給付認定に基づき、保育の必

要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められ

る満３歳未満保育認定子どもが優先的

に利用できるよう、選考するものとす

る。 

学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数を超える場合においては、支

給認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受け

る必要性が高いと認められる支給認定

子どもが優先的に利用できるよう、選

考するものとする。 

３ 前項に規定する場合においては、特

定地域型保育事業者は、同項に規定す

る選考の方法をあらかじめ教育・保育

給付認定保護者に明示した上で、当該

選考を行わなければならない。 

３ 前項に規定する場合においては、特

定地域型保育事業者は、同項に規定す

る選考の方法をあらかじめ支給認定保

護者に明示した上で、当該選考を行わ

なければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保

育の提供体制の確保が困難である場合

その他利用申込者に係る満３歳未満保

育認定子どもに対し自ら適切な教育・

保育を提供することが困難である場合

は、第４２条第１項に規定する連携施

設その他の適切な特定教育・保育施設

又は特定地域型保育事業を紹介する等

の適切な措置を速やかに講じなければ

ならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保

育の提供体制の確保が困難である場合

その他利用申込者に係る支給認定子ど

もに対し自ら適切な教育・保育を提供

することが困難である場合は、第４２

条に規定する連携施設その他の適切な

特定教育・保育施設又は特定地域型保

育事業を紹介する等の適切な措置を速

やかに講じなければならない。 

 

（あっせん、調整及び要請に対する協

力） 

（あっせん、調整及び要請に対する協

力） 

第４０条 （略） 第４０条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未 ２ 特定地域型保育事業者は、法第１９



満保育認定子どもに係る特定地域型保

育事業の利用について児童福祉法第２

４条第３項（同法第７３条第１項の規

定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定により市町村が行う調整

及び要請に対し、できる限り協力しな

ければならない。 

条第１項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもに係

る特定地域型保育事業の利用について

児童福祉法第２４条第３項（同法第７

３条第１項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定により市

町村が行う調整及び要請に対し、でき

る限り協力しなければならない。 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第４１条 特定地域型保育事業者は、特

定地域型保育の提供に当たっては、満

３歳未満保育認定子どもの心身の状

況、その置かれている環境、他の特定

教育・保育施設等の利用状況等の把握

に努めなければならない。 

第４１条 特定地域型保育事業者は、特

定地域型保育の提供に当たっては、支

給認定子どもの心身の状況、その置か

れている環境、他の特定教育・保育施

設等の利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅

訪問型保育事業を行う者を除く。以下

この項から第５項までにおいて同

じ。）は、特定地域型保育が適正かつ

確実に実施され、及び必要な教育・保

育が継続的に提供されるよう、次に掲

げる事項に係る連携協力を行う認定こ

ども園、幼稚園又は保育所（以下「連

携施設」という。）を適切に確保しな

ければならない。ただし、離島その他

の地域であって、連携施設の確保が著

しく困難であると市が認めるものにお

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅

訪問型保育事業を行う者を除く。以下

この項において同じ。）は、特定地域

型保育が適正かつ確実に実施され、及

び必要な教育・保育が継続的に提供さ

れるよう、次に掲げる事項に係る連携

協力を行う認定こども園、幼稚園又は

保育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。た

だし、離島その他の地域であって、連

携施設の確保が著しく困難であると市

が認めるものにおいて特定地域型保育



いて特定地域型保育事業を行う特定地

域型保育事業者については、この限り

でない。 

事業を行う特定地域型保育事業者につ

いては、この限りでない。 

（１） 特定地域型保育の提供を受け

ている満３歳未満保育認定子ども

に集団保育を体験させるための機

会の設定、特定地域型保育の適切

な提供に必要な特定地域型保育事

業者に対する相談、助言その他の

保育の内容に関する支援を行うこ

と。 

（１） 特定地域型保育の提供を受け

ている支給認定子どもに集団保育

を体験させるための機会の設定、

特定地域型保育の適切な提供に必

要な特定地域型保育事業者に対す

る相談、助言その他の保育の内容

に関する支援を行うこと。 

（２） 必要に応じて、代替保育（特

定地域型保育事業所の職員の病

気、休暇等により特定地域型保育

を提供することができない場合

に、当該特定地域型保育事業者に

代わって提供する特定教育・保育

をいう。以下この条において同

じ。）を提供すること。 

（２） 必要に応じて、代替保育（特

定地域型保育事業所の職員の病

気、休暇等により特定地域型保育

を提供することができない場合

に、当該特定地域型保育事業者に

代わって提供する特定教育・保育

をいう。）を提供すること。 

（３） 当該特定地域型保育事業者に

より特定地域型保育の提供を受け

ていた満３歳未満保育認定子ども

（事業所内保育事業を利用する満

３歳未満保育認定子どもにあって

は、第３７条第２項に規定するそ

の他の小学校就学前子どもに限

る。以下この号において同じ。）

を、当該特定地域型保育の提供の

（３） 当該特定地域型保育事業者に

より特定地域型保育の提供を受け

ていた支給認定子ども（事業所内

保育事業を利用する支給認定子ど

もにあっては、第３７条第２項に

規定するその他の小学校就学前子

どもに限る。以下この号において

同じ。）を、当該特定地域型保育

の提供の終了に際して、当該支給



終了に際して、当該満３歳未満保

育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者の希望に基づき、引

き続き当該連携施設において受け

入れて教育・保育を提供するこ

と。 

認定子どもに係る支給認定保護者

の希望に基づき、引き続き当該連

携施設において受け入れて教育・

保育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者によ

る代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合で

あって、次に掲げる要件の全てを満た

すと認めるときは、前項第２号の規定

を適用しないこととすることができ

る。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

（１） 特定地域型保育事業者と次項

に規定する連携協力を行う者との

間でそれぞれの役割の分担及び責

任の所在が明確化されているこ

と。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（２） 次項に規定する連携協力を行

う者の本来の業務の遂行に支障が

生じないようにするための措置が

講じられていること。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 前項の場合において、特定地域型保

育事業者は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る者を第１項第２号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者として適切に確保

しなければならない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



（１） 当該特定地域型保育事業者が

特定地域型保育事業を行う場所又

は事業所（次号において「事業実

施場所」という。）以外の場所又

は事業所において代替保育が提供

される場合 小規模保育事業Ａ型

若しくは小規模保育事業Ｂ型又は

事業所内保育事業を行う者（次号

において「小規模保育事業Ａ型事

業者等」という。） 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（２） 事業実施場所において代替保

育が提供される場合事業の規模等

を勘案して小規模保育事業Ａ型事

業者等と同等の能力を有すると市

が認める者 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

４ 市長は、特定地域型保育事業者によ

る第１項第３号に掲げる事項に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認

めるときは、同号の規定を適用しない

こととすることができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

５ 前項の場合において、特定地域型保

育事業者は、児童福祉法第５９条第１

項に規定する施設のうち、次に掲げる

もの（入所定員が２０人以上のものに

限る。）であって、市長が適当と認め

るものを第１項第３号に掲げる事項に

係る連携協力を行う者として適切に確

保しなければならない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



（１） 法第５９条の２第１項の規定

による助成を受けている者の設置

する施設（児童福祉法第６条の３

第１２項に規定する業務を目的と

するものに限る。） 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

（２） 児童福祉法第６条の３第１２

項に規定する業務又は同法第３９

条第１項に規定する業務を目的と

する施設であって、同法第６条の

３第９項第１号に規定する保育を

必要とする乳児・幼児の保育を行

うことに要する費用に係る地方公

共団体の補助を受けているもの 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 

６ （略） ２ （略） 

７ 事業所内保育事業（第３７条第２項

の規定により定める利用定員が２０人

以上のものに限る。次項において「保

育所型事業所内保育事業」という。）

を行う者については、第１項本文の規

定にかかわらず、連携施設の確保に当

たって、同項第１号及び第２号に係る

連携協力を求めることを要しない。 

３ 事業所内保育事業を行う者であっ

て、第３７条第２項の規定により定め

る利用定員が２０人以上のものについ

ては、第１項本文の規定にかかわら

ず、連携施設の確保に当たって、同項

第１号及び第２号に係る連携協力を求

めることを要しない。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者

のうち、児童福祉法第６条の３第１２

項第２号に規定する事業を行う者であ

って、市長が適当と認めるもの（附則

第４条において「特例保育所型事業所

内保育事業者」という。）について

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



は、第１項本文の規定にかかわらず、

連携施設の確保をしないことができ

る。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

９ 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供の終了に際しては、満３

歳未満保育認定子どもについて、連携

施設又は他の特定教育・保育施設等に

おいて継続的に提供される教育・保育

との円滑な接続に資するよう、満３歳

未満保育認定子どもに係る情報の提供

その他連携施設、特定教育・保育施設

等、地域子ども・子育て支援事業を行

う者等との密接な連携に努めなければ

ならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供の終了に際しては、支給

認定子どもについて、連携施設又は他

の特定教育・保育施設等において継続

的に提供される教育・保育との円滑な

接続に資するよう、支給認定子どもに

係る情報の提供その他連携施設、特定

教育・保育施設等、地域子ども・子育

て支援事業を行う者等との密接な連携

に努めなければならない。 

 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第４３条 特定地域型保育事業者は、特

定地域型保育を提供した際は、教育・

保育給付認定保護者から当該特定地域

型保育に係る利用者負担額（法第２９

条第３項第２号に掲げる額をいう。）

の支払を受けるものとする。 

第４３条 特定地域型保育事業者は、特

定地域型保育（特別利用地域型保育及

び特定利用地域型保育を含む。以下こ

の条において同じ。）を提供した際

は、支給認定保護者から当該特定地域

型保育に係る利用者負担額（法第２９

条第３項第２号に掲げる額（当該特定

地域型保育事業者が特別利用地域型保

育を提供する場合にあっては法第３０

条第２項第２号に規定する市町村が定

める額とし、特定利用地域型保育を提

供する場合にあっては同項第３号に規

定する市町村が定める額とする。）を



いう。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理

受領を受けないときは、教育・保育給

付認定保護者から、当該特定地域型保

育に係る特定地域型保育費用基準額

（法第２９条第３項第１号に掲げる額

をいう。次項において同じ。）の支払

を受けるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理

受領を受けないときは、支給認定保護

者から、当該特定地域型保育に係る特

定地域型保育費用基準額（法第２９条

第３項第１号に掲げる額（その額が現

に当該特定地域型保育に要した費用の

額を超えるときは、当該現に特定地域

型保育に要した費用の額）をいい、当

該特定地域型保育事業者が特別利用地

域型保育を提供する場合にあっては法

第３０条第２項第２号に規定する内閣

総理大臣が定める基準により算定した

費用の額（その額が現に当該特別利用

地域型保育に要した費用の額を超える

ときは、当該現に特別利用地域型保育

に要した費用の額）を、特定利用地域

型保育を提供する場合にあっては同項

第３号に規定する内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額（その

額が現に当該特定利用地域型保育に要

した費用の額を超えるときは、当該現

に特定利用地域型保育に要した費用の

額）をいう。次項において同じ。）の

支払を受けるものとする。 

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の

支払を受ける額のほか、特定地域型保

育の提供に当たって、当該特定地域型

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の

支払を受ける額のほか、特定地域型保

育の提供に当たって、当該特定地域型



保育の質の向上を図る上で特に必要で

あると認められる対価について、当該

特定地域型保育に要する費用として見

込まれるものの額と特定地域型保育費

用基準額との差額に相当する金額の範

囲内で設定する額の支払を教育・保育

給付認定保護者から受けることができ

る。 

保育の質の向上を図る上で特に必要で

あると認められる対価について、当該

特定地域型保育に要する費用として見

込まれるものの額と特定地域型保育費

用基準額との差額に相当する金額の範

囲内で設定する額の支払を支給認定保

護者から受けることができる。 

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の

支払を受ける額のほか、特定地域型保

育において提供される便宜に要する費

用のうち、次に掲げる費用の額の支払

を教育・保育給付認定保護者から受け

ることができる。 

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の

支払を受ける額のほか、特定地域型保

育において提供される便宜に要する費

用のうち、次の各号に掲げる費用の額

の支払を支給認定保護者から受けるこ

とができる。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 前３号に掲げるもののほか、

特定地域型保育において提供され

る便宜に要する費用のうち、特定

地域型保育事業の利用において通

常必要とされるものに係る費用で

あって、教育・保育給付認定保護

者に負担させることが適当と認め

られるもの 

（４） 前３号に掲げるもののほか、

特定地域型保育において提供され

る便宜に要する費用のうち、特定

地域型保育事業の利用において通

常必要とされるものに係る費用で

あって、支給認定保護者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の

費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用に係る領収証を当該費用の額を支

払った教育・保育給付認定保護者に対

し交付しなければならない。 

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の

費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用に係る領収証を当該費用の額を支

払った支給認定保護者に対し交付しな

ければならない。 



６ 特定地域型保育事業者は、第３項及

び第４項の規定による金銭の支払を求

める際は、あらかじめ、当該金銭の使

途及び額並びに教育・保育給付認定保

護者に金銭の支払を求める理由につい

て書面によって明らかにするととも

に、教育・保育給付認定保護者に対し

て説明を行い、文書による同意を得な

ければならない。ただし、同項の規定

による金銭の支払に係る同意について

は、文書によることを要しない。 

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及

び第４項の規定による金銭の支払を求

める際は、あらかじめ、当該金銭の使

途及び額並びに支給認定保護者に金銭

の支払を求める理由について書面によ

って明らかにするとともに、支給認定

保護者に対して説明を行い、文書によ

る同意を得なければならない。ただ

し、同項の規定による金銭の支払に係

る同意については、文書によることを

要しない。 

第４４条・第４５条 （略） 第４４条・第４５条 （略） 

（運営規程） （運営規程） 

第４６条 特定地域型保育事業者は、次

に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

第４６条 特定地域型保育事業者は、次

の各号に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 第４３条の規定により教育・

保育給付認定保護者から支払を受

ける費用の種類、支払を求める理

由及びその額 

（５） 支給認定保護者から受領する

利用者負担その他の費用の種類、

支払を求める理由及びその額 

（６）～（１１） （略） （６）～（１１） （略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第４７条 特定地域型保育事業者は、満

３歳未満保育認定子どもに対し、適切

な特定地域型保育を提供することがで

きるよう、特定地域型保育事業所ごと

第４７条 特定地域型保育事業者は、支

給認定子どもに対し、適切な特定地域

型保育を提供することができるよう、

特定地域型保育事業所ごとに職員の勤



に職員の勤務の体制を定めておかなけ

ればならない。 

務の体制を定めておかなければならな

い。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育事業所ごとに、当該特定地域型

保育事業所の職員によって特定地域型

保育を提供しなければならない。ただ

し、満３歳未満保育認定子どもに対す

る特定地域型保育の提供に直接影響を

及ぼさない業務については、この限り

でない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育事業所ごとに、当該特定地域型

保育事業所の職員によって特定地域型

保育を提供しなければならない。ただ

し、支給認定子どもに対する特定地域

型保育の提供に直接影響を及ぼさない

業務については、この限りでない。 

３ （略） ３ （略） 

第４８条 （略） 第４８条 （略） 

（記録の整備） （記録の整備） 

第４９条 （略） 第４９条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未

満保育認定子どもに対する特定地域型

保育の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存

しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、支給認定

子どもに対する特定地域型保育の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 次条において準用する第１２

条の規定による特定地域型保育の

提供の記録 

（２） 次条において準用する第１２

条に規定する提供した特定地域型

保育に係る必要な事項の記録 

（３） 次条において準用する第１９

条の規定による市町村への通知に

係る記録 

（３） 次条において準用する第１９

条に規定する市町村への通知に係

る記録 

（４） 次条において準用する第３０

条第２項の規定による苦情の内容

（４） 次条において準用する第３０

条第２項に規定する苦情の内容等



等の記録 の記録 

（５） 次条において準用する第３２

条第３項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置につ

いての記録 

（５） 次条において準用する第３２

条第３項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置につい

ての記録 

（準用） （準用） 

第５０条 第８条から第１４条まで（第

１０条及び第１３条を除く。）、第１

７条から第１９条まで及び第２３条か

ら第３３条までの規定は、特定地域型

保育事業者、特定地域型保育事業所及

び特定地域型保育について準用する。

この場合において、第１１条中「教

育・保育給付認定子どもについて」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども

（満３歳未満保育認定子どもに限り、

特定満３歳以上保育認定子どもを除

く。以下この節において同じ。）につ

いて」と、第１２条（見出しを含

む。）中「特定教育・保育」とあるの

は「特定地域型保育」と、第１４条の

見出し中「施設型給付費」とあるのは

「地域型保育給付費」と、同条第１項

中「施設型給付費（法第２７条第１項

の施設型給付費をいう。以下この項、

第１９条及び第３６条第３項」とある

のは「地域型保育給付費（法第２９条

第１項の地域型保育給付費をいう。以

第５０条 第８条から第１４条まで（第

１０条及び第１３条を除く。）、第１

７条から第１９条まで及び第２３条か

ら第３３条までの規定は、特定地域型

保育事業について準用する。この場合

において、第１４条第１項中「特定教

育・保育に係る施設型給付費（法第２

７条第１項に規定する施設型給付費を

いい、法第２８条第１項に規定する特

例施設型給付費を含む。以下この項及

び第１９条において同じ。）」とある

のは「特定地域型保育（特別利用地域

型保育及び特定利用地域型保育を含

む。第５０条において準用する次項及

び第１９条において同じ。）に係る地

域型保育給付費（法第２９条第１項に

規定する地域型保育給付費をいい、法

第３０条第１項に規定する特例地域型

保育給付費を含む。以下この項及び第

５０条において準用する第１９条にお

いて同じ。）」と、「施設型給付費

の」とあるのは「地域型保育給付費



下この項及び第５０条において準用す

る第１９条」と、「施設型給付費の」

とあるのは「地域型保育給付費の」

と、同条第２項中「特定教育・保育提

供証明書」とあるのは「特定地域型保

育提供証明書」と、第１９条中「施設

型給付費」とあるのは「地域型保育給

付費」と、第２３条中「運営規程」と

あるのは「第４６条に規定する事業の

運営についての重要事項に関する規

程」と読み替えるものとする。 

の」と、同条第２項及び第１９条中

「特定教育・保育」とあるのは「特定

地域型保育」と、同条中「施設型給付

費」とあるのは「地域型保育給付費」

と、第２３条中「運営規程」とあるの

は「第４６条に規定する事業の運営に

ついての重要事項に関する規程」と読

み替えるものとする。 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに対し特別利用地域型保育

を提供する場合には、法第４６条第１

項に規定する地域型保育事業の認可基

準を遵守しなければならない。 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する支給認定子ども

に対し特別利用地域型保育を提供する

場合には、法第４６条第１項に規定す

る地域型保育事業の認可基準を遵守し

なければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特別利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特別利用地域型保育

に係る法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども及び特定地域

型保育事業所を現に利用している満３

歳未満保育認定子ども（次条第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特別利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特別利用地域型保育

に係る法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給

認定子ども及び特定地域型保育事業所

を現に利用している同項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給

認定子ども（次条第１項の規定により



する場合にあっては、当該特定利用地

域型保育の対象となる法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども

を含む。）の総数が、第３７条第２項

の規定により定められた利用定員の総

数を超えないものとする。 

特定利用地域型保育を提供する場合に

あっては、当該特定利用地域型保育の

対象となる法第１９条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子どもを含む。）の総数が、

第３７条第２項の規定により定められ

た利用定員の総数を超えないものとす

る。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

別利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費（法第３

０条第１項の特例地域型保育給付費を

いう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、前節

（第４０条第２項を除き、第５０条に

おいて準用する第８条から第１４条ま

で（第１０条及び第１３条を除

く。）、第１７条から第１９条まで及

び第２３条から第３３条までを含む。

次条第３項において同じ。）の規定を

適用する。この場合において、第３９

条第２項中「利用の申込みに係る法第

１９条第１項第３号に掲げる小学校就

学前子ども」とあるのは「利用の申込

みに係る法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子ども」と、「満３

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

別利用地域型保育を含むものとして、

本章（第３９条第２項及び第４０条第

２項を除く。）の規定を適用する。 

 



歳未満保育認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもを除く。以下この章

において同じ。）」とあるのは「同号

又は同項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども（第５２条第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合に

あっては、当該特定利用地域型保育の

対象となる法第１９条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む。）

と、「同号に掲げる小学校就学前子ど

も」とあるのは「同項第３号に掲げる

小学校就学前子ども」と、「教育・保

育給付認定に基づき、保育の必要の程

度及び家族等の状況を勘案し、保育を

受ける必要性が高いと認められる満３

歳未満保育認定子どもが優先的に利用

できるよう、」とあるのは「抽選、申

込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定地域型保育事業者の保育

に関する理念、基本方針等に基づく選

考その他公正な方法により」と、第４

３条第１項中「教育・保育給付認定保

護者」とあるのは「教育・保育給付認

定保護者（特別利用地域型保育の対象

となる法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教



育・保育給付認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者を除く。）」と、

同条第２項中「法第２９条第３項第１

号に掲げる額」とあるのは「法第３０

条第２項第２号の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額」と、

同条第３項中「前２項」」とあるのは

「前項」と、同条第４項中「前３項」

とあるのは「前２項」と、「掲げる費

用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供（第１３条第４項第３号ア又は

イに掲げるものを除く。）に要する費

用」と、同条第５項中「前各項」とあ

るのは「前３項」とする。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第１項第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに対し特定利用地域型保育

を提供する場合には、法第４６条第１

項に規定する地域型保育事業の認可基

準を遵守しなければならない。 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第１項第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する支給認定子ども

に対し特定利用地域型保育を提供する

場合には、法第４６条第１項に規定す

る地域型保育事業の認可基準を遵守し

なければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特定利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特定利用地域型保育

に係る法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども及び特定地域

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特定利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特定利用地域型保育

に係る法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給

認定子ども及び特定地域型保育事業所



型保育事業所を現に利用している同項

第３号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども

（前条第１項の規定により特別利用地

域型保育を提供する場合にあっては、

当該特別利用地域型保育の対象となる

法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもを含む。）の総数が、

第３７条第２項の規定により定められ

た利用定員の総数を超えないものとす

る。 

を現に利用している同項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給

認定子ども（前条第１項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合に

あっては、当該特別利用地域型保育の

対象となる法第１９条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子どもを含む。）の総数が、

第３７条第２項の規定により定められ

た利用定員の総数を超えないものとす

る。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

定利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それ

ぞれ含むものとして、前節の規定を適

用する。この場合において、第４３条

第１項中「教育・保育給付認定保護

者」とあるのは「教育・保育給付認定

保護者（特定利用地域型保育の対象と

なる法第１９条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（特定満３歳以上

保育認定子どもに限る。）に係る教

育・保育給付認定保護者に限る。）」

と、「法第２９条第３項第２号に掲げ

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

定利用地域型保育を含むものとして、

本章の規定を適用する。 

 



る額」とあるのは「法第３０条第２項

第３号の市町村が定める額」と、同条

第２項中「法第２９条第３項第１号に

掲げる額」とあるのは「法第３０条第

２項第３号の内閣総理が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第４

項中「掲げる費用」とあるのは「掲げ

る費用及び食事の提供（特定利用地域

型保育の対象となる特定満３歳以上保

育認定子どもに対するもの及び満３歳

以上保育認定子どもに係る第１３条第

４項第３号ア又はイに掲げるものを除

く。）に要する費用」とする。 

第５３条 （略） 第５３条 （略） 

附 則 附 則 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（特定保育所に関する特例） （特定保育所に関する特例） 

第２条 特定保育所（法附則第６条第１

項に規定する特定保育所をいう。次項

において同じ。）が特定教育・保育を

提供する場合にあっては、当分の間、

第１３条第１項中「教育・保育給付認

定保護者（満３歳未満保育認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定

保護者（満３歳未満保育認定子ども

（特定保育所（法附則第６条第１項に

規定する特定保育所をいう。次項にお

いて同じ。）から特定教育・保育（保

第２条 特定保育所（法附則第６条第１

項に規定する特定保育所をいう。次項

において同じ。）が特定教育・保育を

提供する場合にあっては、当分の間、

第１３条第１項中「（法第２７条第３

項第２号に掲げる額（特定教育・保育

施設が」とあるのは「（当該特定教

育・保育施設が」と、「額とし」とあ

るのは「額をいい」と、「定める額と

する。）をいう。）」とあるのは「定

める額をいう。）」と、同条第２項中



育に限る。第１９条において同じ。）

を受ける者を除く。以下この項におい

て同じ。）」と、同条第２項中「当該

特定教育・保育」とあるのは「当該特

定教育・保育（特定保育所における特

定教育・保育（保育に限る。）を除

く。）」と、同条第３項中「額の支払

を」とあるのは「額の支払を、市町村

の同意を得て、」と、第１９条中「施

設型給付費の支給を受け、又は受けよ

うとしたとき」とあるのは「法附則第

６条第１項の規定による委託費の支払

の対象となる特定教育・保育の提供を

受け、又は受けようとしたとき」と、

「当該施設型給付費の支給」とあるの

は「当該委託費の支払」とし、第６条

及び第７条の規定は適用しない。 

「（法第２７条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「（法附則第６条第３

項の規定により読み替えられた法第２

８条第２項第１号に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第３項中「額の支払

を」とあるのは「額の支払を、市町村

の同意を得て、」と、第１９条中「施

設型給付費の支給を受け、又は受けよ

うとしたとき」とあるのは「法附則第

６条第１項の規定による委託費の支払

の対象となる特定教育・保育の提供を

受け、又は受けようとしたとき」と、

「当該施設型給付費の支給」とあるの

は「当該委託費の支払」とし、第６条

及び第７条の規定は適用しない。 

２ （略） ２ （略） 

 （施設型給付費等に関する経過措置） 

 第３条 特定教育・保育施設が法第１９

条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子どもに対

して特定教育・保育又は特別利用保育

を提供する場合においては、当分の

間、第１３条第１項中「法第２７条第

３項第２号に掲げる額」とあるのは

「法附則第９条第１項第１号イに規定

する市町村が定める額」と、「法第２



８条第２項第２号に規定する市町村が

定める額」とあるのは「同項第２号ロ

(１)に規定する市町村が定める額」

と、「同項第３号」とあるのは「法第

２８条第２項第３号」と、同条第２項

中「法第２７条第３項第１号に掲げる

額（その額が現に当該特定教育・保育

に要した費用の額を超えるときは、当

該現に特定教育・保育に要した費用の

額）」とあるのは「法附則第９条第１

項第１号イに規定する内閣総理大臣が

定める基準により算定した額（その額

が現に当該特定教育・保育に要した費

用の額を超えるときは、当該現に特定

教育・保育に要した費用の額）及び同

号ロに規定する市町村が定める額の合

計額」と、「法第２８条第２項第２号

に規定する内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が現

に当該特別利用保育に要した費用の額

を超えるときは、当該現に特別利用保

育に要した費用の額）」とあるのは

「同項第２号ロ(１)に規定する内閣総

理大臣が定める基準により算定した額

（その額が現に当該特別利用保育に要

した費用の額を超えるときは、当該現

に特別利用保育に要した費用の額）及

び同号ロ(２)に規定する市町村が定め



る額の合計額」と、「同項第３号」と

あるのは「法第２８条第２項第３号」

とする。 

 ２ 特定地域型保育事業者が法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子どもに対し

て特別利用地域型保育を提供する場合

においては、当分の間、第４３条第１

項中「法第３０条第２項第２号に規定

する市町村が定める額」とあるのは

「法附則第９条第１項第３号イ(１)に

規定する市町村が定める額」と、「同

項第３号」とあるのは「法第３０条第

２項第３号」と、同条第２項中「法第

３０条第２項第２号に規定する内閣総

理大臣が定める基準により算定した費

用の額（その額が現に当該特別利用地

域型保育に要した費用の額を超えると

きは、当該現に特別利用地域型保育に

要した費用の額）」とあるのは「法附

則第９条第１項第３号イ(１)に規定す

る内閣総理大臣が定める基準により算

定した額（その額が現に当該特別利用

地域型保育に要した費用の額を超える

ときは、当該現に特別利用地域型保育

に要した費用の額）及び同号イ(２)に

規定する市町村が定める額の合計額」

と、「同項第３号」とあるのは「法第



３０条第２項第３号」とする。 

（小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関

する経過措置） 

（小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関

する経過措置） 

第３条 （略） 第４条 （略） 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第４条 特定地域型保育事業者（特例保

育所型事業所内保育事業者を除く。）

は、連携施設の確保が著しく困難であ

って、法第５９条第４号に規定する事

業による支援その他の必要な適切な支

援を行うことができると市が認める場

合は、第４２条第１項本文の規定にか

かわらず、この条例の施行の日から起

算して１０年を経過する日までの間、

連携施設を確保しないことができる。 

第５条 特定地域型保育事業者は、連携

施設の確保が著しく困難であって、法

第５９条第４号に規定する事業による

支援その他の必要な適切な支援を行う

ことができると市が認める場合は、第

４２条第１項本文の規定にかかわら

ず、この条例の施行の日から起算して

５年を経過する日までの間、連携施設

を確保しないことができる。 
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